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社会 福祉法人 皆楽園

障害者支援施設 ＰＵＲＥ皆楽

重要事 項説明書

本重要事項説明書は、当施設とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会

福祉法第７６条に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いた

だきたいことを説明するものです。

※当施設では、利用者に対して指定障害者支援施設サービスを提供します。

当サービスの利用は、原則として介護給付費の支給決定を受けた方が対

象となります。

◇ ◆ 目次◆ ◇

１．事 業所経営法人

２．事 業所の 概要

３．当事 業所の 施設設備の 概要

４．職員 の 配置状況

５．当事 業所が 提供 す る サ ー ビ ス

６．利 用料金に つ い て

７．利 用者の 記録や 情報 の 管理、 開示に つ い て

８．苦情の 受 付 に つ い て

９．事 故発生時の 対応に つ い て

社会 福祉法人 皆楽園

ＰＵＲＥ皆楽

当施設は 障害者支援施設の 指定 を 受 け て い ま す 。

（和 歌山県指定 第３０１１７０００８９号）
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１．事 業所経営法人

名 称 社会 福祉法人 皆楽園

所在地 和 歌山県岩出市西国分６６８

電話番号 ０７３６－６３－０２５０

代 表者氏名 理事 長 榎本 茂樹

設立年月 昭和 ５６年７月１日

２．事 業所の 概要

施設の 種類 指定 障害者支援施設・ 平成２３年１０月１日

指定 和 歌山県３０１１７０００８９号

施設の 目的 施設入 所支援事 業又は 生活介 護事 業の 対象者に 対し 、 施設に お い て 、

日中活動 と 合 わ せ て 、 夜 間等に お け る 入 浴・ 排泄又は 食事 の 介 護等、

必要な サ ー ビ スの 提供 を 行う 。

施設の 名 称 ＰＵＲＥ皆楽

施設の 所在地 和 歌山県紀の 川市竹房３１４

電話番号 ０７３６－７７－００８０

管理者 神前 俊 孝

施設の 運営方針

に つ い て

ご 利 用者と 地域と 私達自身

皆が 明る く 楽し く

笑顔あ ふ れ る 福祉社会 を 目指し ま す 。

開設年月 平成２３年１０月１日

定 員 施設入 所支援事 業 ５０人 生活介 護事 業 ５０人

３．当事 業所の 施設設備の 概要

（１）居室の 概要

居室・ 設備の 種類 室 数 備 考

１階個 室 ２２室 女 性の 方専用（内 ２室は 短期入 所用）

２階個 室 ３８室 男性の 方専用（内 ８室は 短期入 所用）

合 計 ６０室 （内 １０室は 短期入 所用）

（２）居室以 外 の 施設設備の 概要

施設設備の 種類 室数 備 考

食堂 ・ リビ ン グ ５室
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作 業室 １室

医務室 １室

静養室 ２室

浴 室 ２室

洗面所 ５室

便 所 ５室

相談室 １室

※ 当施設で は 、 居室以 外 に 上記の 施設･設備を ご 利 用い た だ く こ と が で き ま す 。 こ れ ら

は 、 厚 生労 働 省が 定 め る 基 準に よ り 、 指定 障害者支援施設に 設置が 義務づ け ら れ て い

る 施設・ 設備で す 。 こ れ ら の 利 用に つ い て は 、 利 用者に 特別 に ご 負担い た だ く 費用は

あ り ま せ ん 。

（３）居室の 変 更

居室は 、 ご 利 用者の 心身の 状況や 居室の 空き 状況な ど に よ り 判 断し て 利 用居室を 決定 し

ま す 。

ま た 、 ご 利 用者の 心身の 状況の 変 化、 他 の 利 用者と の 関係 な ど に よ り 居室を 変 更す る 場

合 が あ り ま す 。 そ の 際に は 、 ご 利 用者や ご 家族等に 事 前 に 通知し 、 了 解を 得ま す 。

（４）施設・ 設備ご 利 用上の 注意事 項

当施設に お い て 、 居室そ の 他 の 施設・ 設備を ご 利 用い た だ く に あ た っ て 以 下の 点に ご 注

意く だ さ い 。

① 利 用者は 、 居室及 び 共用施設、 敷地を そ の 本来の 用途に 従っ て 、 利 用す る も の と し

ま す 。

② 利 用者は 、 サ ー ビ スの 実施及 び 安全 衛生等の 管理上の 必要が あ る と 認め ら れ る 場 合

に は 、 事 業者及 び サ ー ビ ス従事 者が 利 用者の 居室内 に 立ち 入 り 、 必要な 措置を と る

こ と を 認め る も の と し ま す 。 但 し 、 そ の 場 合 、 事 業者は 、 利 用者の プ ラ イ バシ ー 等

の 保 護に つ い て 、 十 分な 配慮を す る も の と し ま す 。

③ 利 用者は 、 施設、 設備に つ い て 、 故意又は 重大 な 過失 に よ り 滅失 、 破損、 汚損も し

く は 変 更し た 場 合 に は 、 自己の 費用に よ り 原 状に 復す る か 、 又は 相当の 代 価 を 支払

う も の と し ま す 。

④ 利 用者の 心身の 状況等に よ り 特段の 配慮が 必要な 場 合 に は 、 利 用者及 び そ の 家族等

と 事 業者と の 協議に よ り 、 居室又は 共用施設、 設備の 利 用方法等を 決定 す る も の と

し ま す 。

４．職員 の 配置状況 （令 和 6 年 4 月 1日 現在）

職 種 常 勤 非常勤

１．管理者 １名 名

２．サ ー ビ ス管理責任 者 １名 名
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３．生活支援員 ２０名 ４名

４．医師 名 1 名

５．看護師 ２名 名

６．栄養士 １名 名

７．調理員 名 名

８．事 務員 名 １名

当施設で は 、 利 用者に 対し て 指定 障害者支援施設サ ー ビ スを 提供 す る 職員 と し て 、

上記の 職種の 職員 を 配置し て い ま す 。 ま た 上記記載職員 の う ち 、 人 権擁護推進員 ・

非常災害対策推進員 ・ 安全 管理対策推進員 を 配置し 、 人 権擁護・ 災害対策・ 安全 管

理に お け る 点検及 び 必要な 訓練等措置を 講じ る も の と す る 。

<主な 職種の 勤務体 制 >

職種 勤 務 体 制

生活支援員
早朝（７：００～１６：００）

日中（９：３０～１８：３０）

遅出（１１：３０～２０：３０）

夜 勤（１６：３０～翌日９：３０）

看護師 日中（８：３０～１７：３０）

医師 第２・ 第４週木曜日（９：００～１２：００）

☆ 土日は 上記と 異な り ま す 。

５．当事 業所が 提供 す る サ ー ビ ス

当施設で は 、 利 用者に 対し て 以 下の サ ー ビ スを 提供 し ま す 。

当施設が 提供 す る サ ー ビ スに つ い て 、

（１）介 護給付 費の 対象と な る サ ー ビ ス

（２）利 用料金の 全 額を 利 用者に 負担い た だ く サ ー ビ ス（介 護給付 費の 対象外 の サ ー ビ ス）

が あ り ま す 。

（１）介 護給付 費対象サ ー ビ ス

種 類 内 容

排 泄
・ 利 用者の 状況に 応じ て 適切 な 排泄援助が 行う と と も に 、 排泄の

自立に 向 け た 適切 な 支援を 行い ま す 。

入 浴

・ 週に 最低 ３回の 以 上入 浴を 行い ま す 。 た だ し 、 利 用者の 心身の

状況に よ り 入 浴す る こ と が 困難な 場 合 は 、清拭と な る 場 合 が あ

り ま す 。

＊設備点検・ 修 繕等に よ り 、 入 浴で き な い 場 合 が あ り ま す 。

着脱衣 ・ 生活の リズムを 整え 、 毎日の 着替え を 行い ま す 。

整 容 ・ 個 性に 配慮し 、 適切 な 整容が 行わ れ る よ う 援助し ま す 。
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（歯磨き ・ 洗面含 む ） ・ シ ー ツ交 換は 、 週１回行い ま す 。

日中活動 の 支援

・自立の 支援と 日常生活の 充 実に 資す る よ う 、 利 用者の 心身の

状況に 応じ て 支援し ま す 。

・ 利 用者が 日常生活に お け る 適切 な 習慣を 確立す る と と も に 、 社

会 生活へ の 適応性を 高め る よ う あ ら ゆ る 機会 を 通じ て 支援し

ま す 。

・ 社会 経済活動 に 参 加 で き る よ う に す る た め 心身の 状況に 応じ て

支援し ま す 。

・ 利 用者が 自立し て 社会 生活を 営む こ と が で き る よ う 、 作 業活動

を 行い ま す 。

余 暇活動 の 支援
・ 将来、 地域に お い て 潤い の あ る 質の 高い 生活を 送る こ と が で き

る た め の 支援を し ま す 。

健康管理

・ 嘱託医師に よ り 、 月２回診察日を 設け て 健康管理に 努 め ま す 。

・ 常時は 、 看護師に よ り 、 疾病予 防、 健康管理に 努 め ま す 。

・ ま た 、 緊急時必要に よ り 主治医あ る い は 協力 医療機関等に 責任

を も っ て 引き 継ぎ ま す 。

・ 処方さ れ た 薬は 、 利 用者の 状況に よ り 看護師が 管理し ま す 。

・ 利 用者が 外 部の 医療機関へ 通院す る 場 合 に は 、 そ の 付 き 添い 等

に つ い て 配慮し ま す 。

・ そ の 他 の 通院に つ き ま し て 、 定 期的に 必要な 通院・ 遠方の 医療

機関へ の 通院・ 指定 に よ る 通院等は 、 ご 家族等の ご 協力 を お 願

い し ま す 。

＜当施設の 嘱託医師＞

氏 名 山田信 一

診療科 精神科

診察日 第１・ 第３週の 土曜日

な お 、 利 用者が 、 専門医師等の 診断・ 治療を 要す る こ と に な っ た

場 合 に は 、 下記の 協力 医療機関に お い て 受 診・ 治療を う け る こ と

が で き ま す 。

協力 医療機関１ 公 立那賀病院

協力 医療機関２ 稲穂会 病院

協力 歯科医療機関 西歯科

相談援助 ・ 施設生活・ 社会 生活で 必要な 相談援助を 行い ま す 。

土日等の 日中支援
・ 土日、 祝祭日の 日中サ ー ビ スの 生活介 護が 提供 さ れ な い 日中に

お い て も 、 適切 に サ ー ビ スを 提供 し ま す 。

（２）介 護給付 費対象外 サ ー ビ ス

種 類 内 容

食 事

・ 栄養士 の 立て る 献立表に よ り 、 栄養と 利 用者の 身体 状況に 配

慮し た バラ エ ティ に 富ん だ 食事 を 提供 し ま す 。

＜食事 時間＞

朝食（ ７：３０～ ８：３０）

昼食（１２：００～１３：００）

夕 食（１８：００～１９：００）

社会 生活上の 便 宜
・ 当事 業所で は 、 施設で の 生活を 実り あ る も の と す る た め 、 適

宜レク リエ ー シ ョン 行事 を 企 画し ま す 。
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預り 金管理
・ 利 用者の 希望に よ り 、 金銭管理サ ー ビ スを ご 利 用い た だ け ま

す 。

そ の 他 日常生活上必要

と な る 支援

・ 利 用者の 希望に よ り 、 日用生活品 の 購入 の 斡旋、 代 行等に つ

い て も 行い ま す 。

（３）そ の 他

サ ー ビ ス提供 記録の 保 管 契 約の 終了 後契 約書に 定 め る 期間保 管し ま す 。

サ ー ビ ス提供 期間の 記録の 閲覧 土曜日・ 祝祭日を 除く 毎日９時か ら １７時。

６．利 用料金に つ い て

お 支払い た だ く 利 用料金は つ ぎ の と お り で す 。 （令 和 6 年 4 月 1日現在）

（１）介 護給付 費対象サ ー ビ ス利 用料金

下記の 料金表に よ っ て 、 サ ー ビ ス利 用料金か ら 、 介 護給付 費の 給付 額（全 体 額の ９割 ）

を 除い た 金額（全 体 額の １割 ＝利 用者負担）と 食費・ 光 熱水費の 合 計金額を お 支払い い た

だ き ま す 。（別 途、 個 別 減免 等の 負担軽減措置が ご ざ い ま す 。）

基 本的な サ ー ビ ス利 用料金（1日あ た り ） 単 位 ：円

利 用さ れ る サ ー ビ ス 施設入 所支援 生活介 護

● 報 酬単 価

施設入 所（1 単 位 10.20 円 ）

生活介 護（1 単 位 10.18 円 ）

区 分２以 下 150 区 分２以 下 452

区 分３ 189 区 分３ 495

区 分４ 240 区 分４ 561

区 分５ 303 区 分５ 821

区 分６ 362 区 分６ 1,110

１，利 用料金

区 分２以 下 1,530 円 区 分２以 下 4,601 円

区 分３ 1,927 円 区 分３ 5,039 円

区 分４ 2,448 円 区 分４ 5,710 円

区 分５ 3,090 円 区 分５ 8,357 円

区 分６ 3,692 円 区 分６ 11,299 円

２，う ち 、 介 護給付 費等が 給

付 さ れ る 金額

上記の ９割 給付 上記の ９割 給付

３，う ち 、 サ ー ビ ス利 用に 係

る 自己負担額（定 率負

担）＜１－２＞

区 分２以 下 153 円 区 分２以 下 460 円

区 分３ 192 円 区 分３ 503 円

区 分４ 244 円 区 分４ 571 円

区 分５ 309 円 区 分５ 836 円

区 分６ 369 円 区 分６ 1,129 円

７，人 員 配置体 制 加 算に 係 る

自己負担額 38 円
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８，福祉専門職配置等加 算に

係 る 自己負担額 15 円

９、 リハビ リテー シ ョン 加 算

に 係 る 自己負担額

20 円

１０、 栄養マネジ メン ト加 算 12 円

１１、 常勤看護職員 等配置加

算

15 円

１２、 ご 負担額合 計

（１日あ た り ） ＜３＋１０＞ ＜３＋７＋８＋９＋１１＞

※ １．生活介 護の み 利 用の 方で 、 昼食サ ー ビ スを ご 利 用に な ら れ る 方は 、 食事 提供 体 制 加

算（３０円 ）を 別 途徴収 さ せ て い た だ き ま す 。

※ ２．ご 負担い た だ く 金額に つ い て は 、 市町村が 発行す る 障害福祉サ ー ビ ス受 給者証に 記

載さ れ た 金額の 範囲内 の 額と い た し ま す 。

利 用者が 、 短期入 院又は 外 泊を さ れ た 場 合 に お 支払い い た だ く １日あ た り の 利 用料金（１

月に ８日が 限度と な り ま す ）は 、 下記の と お り で す 。

１．サ ー ビ ス利 用料金（単 位 ）／日 3,200 円 （320 単 位 ）

２．う ち 介 護給付 費と し て 市町村よ り 代 理受 領す る 金額 2,880 円

３．自己負担額（１－２） 320 円

（２）介 護給付 費対象外 の （サ ー ビ ス利 用）料金

以 下に つ い て は 、 料金（実費等）を い た だ き ま す 。

項目 日額 標準月（30.4）額

１．食 費 1,575 円 （朝 275 円 昼 650 円 夜 650 円 ） 44,080 円

２.光 熱水費（居住 費） 月額 10,000 円

３.日用生活品 の 購入 実費

４.教養娯 楽等 実費

５.理容・ 美容等 実費

６.そ の 他 日常生活上必要と な

る 諸費用
実費

※ １．利 用料に 定 め る 「 食費」「 光 熱水費」 に つ い て 、 低 所得等の 方に つ い て は 、 月あ た り

の 負担額が 軽減さ れ ま す 。

※ ２．食事 が 不要な 場 合 に は 、 ３日前 ま で に お 申し 出く だ さ い 。 そ の 場 合 、 欠食分は 差し

引か せ て い た だ き ま す 。

※ ３．光 熱水費（居住 費）に つ き ま し て は 、 短期入 院ま た は 外 泊さ れ た 期間の 減額は あ り
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ま せ ん 。

※ ４．介 護給付 費の 給付 額に 変 更が あ っ た 場 合 、 変 更さ れ た 額に 合 わ せ て 、 ご 利 用者の 負

担額を 変 更し ま す 。

※ ５．そ の 他 社会 情勢 等に よ り 著し い 物価 の 変 動 等が あ っ た 場 合 に は 、 料金を 変 更す る 場

合 が あ り ま す 。

（３）そ の 他

・ キ ャン セル料

食事 不要に つ い て ３日前 ま で に 申し 出の な い 場 合 は 、 食事 不要の 期間（１日に つ き ）

「 食費の 実費負担相当額と し て 1,000 円 」 申し 受 け る 場 合 が あ り ま す 。

・ 利 用者の 障害程度に 応じ た サ ー ビ ス利 用料金

重度重複加 算

・ そ の 他 受 け た サ ー ビ スの 実費

（４）利 用者負担金の 支払方法

利 用者負担金は 、 サ ー ビ ス利 用月末に 締め 、 翌月の １０日ま で に 請求い た し ま す 。 請

求月の ２７日ま で に 、 以 下の 方法で お 支払く だ さ い 。

＜支払方法＞

・ 自動 口 座引き 落と し で お 願い し ま す 。

７．利 用者の 記録や 情報 の 管理、 開示に つ い て

事 業者は 、 関係 法令 に 基 づ い て 、 利 用者の 記録や 情報 を 適切 に 管理し 、 利 用者の 求め に

応じ て そ の 内 容を 開示し ま す 。（開示に 際し て 必要な 複写 料な ど の 諸費用は 、 利 用者の 負担

と な り ま す 。）

◇ 閲覧・ 複写 が で き る 窓口 業務時間 午 前 ９：００～午 後 ５：００

８．苦情の 受 付 に つ い て

（１）当事 業所に お け る 苦情の 受 付 及 び サ ー ビ ス利 用等の ご 相談（お 客様相談係 ）

サ ー ビ スに 対す る 苦情や ご 意見、 利 用料の お 支払い や 手続き な ど サ ー ビ ス利 用に 関す る

ご 相談、 利 用者の 記録等の 情報 開示の 請求は 以 下の 専用窓口 で 受 け 付 け ま す 。

○ 受 付 時間 毎週月曜日～金曜日 午 前 ９：００～午 後５：００

○ 苦情受 付 窓口 （担当者） 浜野啓一 山嵜俊 和

○ 苦情解決責任 者 管理者 神前 俊 孝

（２）第三者委 員
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本事 業所で は 、 地域に お 住 ま い の 以 下の 方を 第三者委 員 に 選任 し 、 地域住 民の 立場 か ら

本事 業所の サ ー ビ スに 対す る ご 意見な ど を い た だ い て い ま す 。 利 用者は 、 本事 業所へ の 苦

情や ご 意見は 「 第三者委 員 」 に 相談す る こ と も で き ま す 。

＜第三者委 員 一覧＞

川崎 英樹（社会 福祉法人 皆楽園 監事 ）

（３）行政機関そ の 他 苦情受 付 機関

各 市町村障害福祉担当課

和 歌山県社会 福祉協議会

（運営適正化委 員 会 ）

所在地 〒 ６４９－８５４５

和 歌山市手平２丁目１－２

県民交 流プ ラ ザ 和 歌山 ビ ック 愛内

電話番号 ０７３－４３５－５５２７

ＦＡＸ ０７３－４３５－５５８４

９．事 故発生時の 対応に つ い て

事 故防止に は 最善を 尽く し ま す が 、 万が 一、 事 故が 発生し た 場 合 、 以 下の 点に 留意し て

対応さ せ て い た だ き ま す 。

① 【 速や か な 連絡】

事 故が 発生し た 場 合 、 予 め 登録い た だ い て い る 「 緊急時の 連絡先 」 へ 速や か に ご 連絡

し ま す 。 ま た 、 地方公 共団体 な ど 関係 機関に も ご 連絡し ま す 。

② 【 事 故の 状況を 報 告 】

調査し た 結果に 基 づ い て 、 ご 家族等の 皆様に 事 故の 発生状況や そ の 後の 対応に つ い て

事 実を 十 分に 説明し ま す 。

③ 【 改善策の 検討と 実践】

発生し た 事 故の 要因分析を 職員 の 参 画の も と で 多 角的に 行い 、 具 体 的な 再 発防止策を

検討・ 実践し て い き ま す 。 そ し て 検討し た 結果は 、 ご 家族等の 皆様に 対し て 説明し ま

す 。

④ 【 誠意を も っ て 対応】

事 故後の 対応に あ た っ て は 、 ご 利 用者本人 や ご 家族等の 気持ち を 考え 、 誠意あ る 態度

で 対応し ま す 。

⑤ 【 損害補償 】

利 用者の 生命 ・ 身体 ・ 財産に 損害が 発生し た 場 合 は 、 不可 抗力 に よ る 場 合 を 除き 、 速

や か に 利 用者に 対し て 損害を 賠償 し ま す 。 但 し 、 利 用者に 重過失 が あ る 場 合 は 、 事 業

者は 賠償 責任 を 免 除さ れ 、 ま た は 損害額を 減額さ れ る こ と が あ り ま す 。

１１．虐待の 防止に つ い て

事 業者は 、 利 用者等の 人 権の 擁護・ 虐待の 防止等の た め に 、「 障害者虐待の 防止、 障害

者の 養護者に 対す る 支援等に 関す る 法律（平成 23 年法律第 79 号）」を 遵守す る と と も に 、



10

下記の 対策を 講じ ま す 。

① 虐待防止に 関す る 責任 者を 選定 し て い ま す 。

虐待防止に 関す る 責任 者 (管理者 神前 俊 孝)

② 成年後見制 度の 利 用を 支援し ま す 。

③ 苦情解決体 制 を 整備し て い ま す 。

④ 従業者に 対す る 虐待防止を 啓発･普及 す る た め の 研修 を 実施し て い ま す 。

令 和 年 月 日

指定 障害者支援施設サ ー ビ スの 提供 の 開始 に 際し 、 本書面に 基 づ き 重要事 項の 説明を 行

い ま し た 。

施 設 名 ＰＵＲＥ皆楽

説明者職名

氏 名 印

私は 、 本書面に 基 づ い て 事 業者か ら 重要事 項の 説明を 受 け 、 指定 障害者支援施設サ ー ビ

スの 提供 開始 に 同 意し ま し た 。

利 用者住 所

利 用者氏名 印

（代 理人 ）□ 扶養義務者 □ 身元 引受 人 □ 成年後見人 （□ 後見人 □ 保 佐 人 □ 補助人 ）

代 理人 住 所

代 理人 氏名 印

※この重要事項説明書は、厚生労働省令第 172 号（平成 18 年 9 月 29 日）第 7 条の規定に

基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。


